
基準値 目標値 達成

18年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 年度

173日 116日 106日 98日 96日 90日 120日

120日 120日 120日 120日 120日

基準 目標 達成

年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

- -

1,928人に対
して、保健
指導やCT検
査等を行
い、実務的
な課題を抽
出した。

1,936人に対
して、保健指
導やCT検査
等を行い、実
務的な課題を
抽出した。

2,165人に対
して、保健
指導やCT検
査等を行
い、実務的
な課題を抽
出した。

2,522人に対
して、保健指
導やCT検査
等を行い、実
務的な課題
を抽出した上
で、中間とり
まとめを行っ
た。

健康管理の
事業化等に
関する実務
的な課題の
抽出及び対
応方策等に
関する調査・
検討を行う。

-

健康管理の
事業化を見
据えた実務
的な課題の
抽出及び対
応方策等に
関する調
査・検討

健康管理の
事業化を見据
えた実務的な
課題の抽出
及び対応方
策等に関する
調査・検討

健康管理の
事業化を見
据えた実務
的な課題の
抽出及び対
応方策等に
関する調
査・検討

健康管理の
事業化等を
見据えた実
務的な課題
の抽出及び
対応方策等
に関する調
査・検討

目標 達成

33年度

２．石綿ばく露者の健康管理
に係る試行調査の進捗

施策の進捗状況（実績）

○

年度ごとの目標

３．石綿健康被害救済小
委員会報告書「石綿健康
被害救済制度の施行状
況及び今後の方向性に
ついて」の進捗

施策の進捗状況（実績）

平成28年12月に取りまとめられた中央環境審議会石綿健
康被害救済小委員会の報告書「石綿健康被害救済制度
の施行状況及び今後の方向性について」を踏まえ、石綿
健康被害救済制度（以下、「石綿救済制度」という。）の運
用に必要な調査や更なる制度周知等の措置を講じた。

○報告書に沿っ
た必要な調査
や措置の実
施

589 605 601

施策に関係する内閣の
重要政策（施政方針演
説等のうち主なもの）

測定指標

１．石綿法に基づく認定業務
の進捗状況（療養者からの医
療費等の申請に対する認定・
不認定決定までの平均処理

日数）

実績値

○

年度ごとの目標値

繰越し等（c） ― ― ―

合計（a＋b＋c） 696 706 713

執行額（百万円）

713 686

補正予算（b） ― ― ― ―施策の予算額・執行額
等

区分 28年度 29年度 30年度 3１年度

予算の
状況

（百万円）

当初予算（a） 696 706

達成すべき目標

平成３０年度実施施策に係る政策評価書
（環境省３０－㉟）

施策名 目標７－３　石綿健康被害救済対策

施策の概要 石綿の健康被害の救済に関する法律（以下、「石綿法」という。）に基づき、被害者及び遺族の迅速な救済を図る。

石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な
救済を図る。また、石綿による健康被害に関する調査研究を推進する。

別紙２



施策の分析

学識経験を有する者の
知見の活用

・石綿ばく露者の健康管理に関する検討会において、石綿ばく露者の健康管理の在り方について検討をいただいてい
るところ。
・中央環境審議会石綿健康被害救済小委員会において、平成28年12月に石綿健康被害救済法の施行状況及び今後
の報告性について報告書を取りまとめたところ。

政策評価を行う過程に
おいて使用した資料そ
の他の情報

・第1期・第2期における石綿の健康リスク調査の主な結果と考察について（石綿の健康影響に関する検討会報告書（平
成28年3月)）
・石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について（石綿健康被害救済小委員会（平成28年12月））

担当部局名 石綿健康被害対策室 作成責任者
（※記入は任意）

石綿健康被害対策室長
長谷川 学 政策評価実施時期 令和元年６月

評
価
結
果

（各行政機関共通区分） 目標達成

－

次期目標等への
反映の方向性

－

・石綿健康被害の迅速な救済を図るため、認定・不認定の決定までの平均処理日数を、平成
18年度の173日から２割短縮することとし、目標値を140日に設定していたところ。その後、事
務手続の効率化などの様々な取組を実施した結果、平成25年度の実績では115日まで平均
処理日数の短縮が図られ、目標を達成した。これを受けて、また、今後申請者が増加するこ
とが予想されることも踏まえ、平成26年度は目標値を120日に設定し、同年度は116日、平成
27年度は106日、平成28年度は98日、平成29年度は96日、平成30年度は90日と目標を達成
した。これらの取組により、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、平成30年度
末までに14,012件（平成29年度末：12,886件）が認定され、被害者及び遺族の迅速な救済は
着実に進んでいる。

・石綿ばく露による健康被害の可能性がある方について、健康管理の在り方を検討するた
め、試行調査を実施。この中で、保健指導やCT検査等を実施することを通じて、既存の検診
事業との連携、人員・施設等の確保、調査参加者、調査対象地域、検査内容、結果の通知
方法、保健指導等に関する課題を抽出し、中間とりまとめを行った。
・平成28年12月に取りまとめられた中央環境審議会石綿健康被害救済小委員会の報告書
「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について」において示された取組課
題を踏まえ、以下を実施した。

○平成29年度に実施した石綿健康被害救済制度の被認定者の介護等の実態を把握するた
めの調査により得られた結果の分析を行った。
○石綿肺がんに特化したリーフレット等により、医療従事者向けに周知を図った。
○環境省の調査業務を元に、（独）環境再生保全機構ＨＰ上に、中皮腫患者を対象とした医
療機関、治療、行政サービス等の情報提供サイトを開設した。

（判断根拠）

目標達成度合いの
測定結果


